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27

農
林
水
産
課 
☎
66
◆

1
1
2
7

巡
回
農
地
相
談
所

農
地
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
相

談
に
お
答
え
し
ま
す
。

と　

き　

11
月
１
日
㈬

　

午
後
１
時
30
分
～
４
時

と
こ
ろ　

市
役
所
２
階　

産
業
環

境
部
会
議
室

相
談
員　

東
三
河
農
林
水
産
事
務

所
農
政
課
職
員

縦
覧
期
間　

10
月
６
日
㈮
～
20
日
㈮

縦
覧
場
所　

都
市
計
画
課

市
民
病
院
医
事
課 

☎
66
◆

2
2
0
0

初
診
時
選
定
療
養
費
改
定

10
月
１
日
か
ら
初
診
時
選
定

療
養
費
を
２
千
160
円
に
改
定
し
ま

す
。

【
該
当
す
る
方
】

・
紹
介
状
な
し
で
受
診
す
る
方　

・
治
癒
後
に
再
受
診
す
る
方　

・
任
意
で
診
療
中
止
し
、
１
カ
月

経
過
後
に
受
診
す
る
方　

・
当
院
以
外
で
の
健
診
結
果
が
要

精
検
と
な
り
受
診
す
る
方

・
医
科(

歯
科)

を
受
診
中
の
方
が

歯
科(

医
科)

を
受
診
す
る
と
き

●
10
月
か
ら
該
当
と
な
る
方

・
救
急
外
来
を
受
診
す
る
方（
受

診
後
、
即
入
院
に
な
っ
た
場
合

を
除
く
）　

・
後
期
高
齢
医
療
保
険
対
象
者

（土
木
港
湾
課 

☎
66
◆

1
1
3
5

公
有
水
面
埋
立
免
許
願
書
縦
覧

三
河
港
大
塚
地
区
の
公
有
水
面

埋
立
免
許
の
願
書
を
縦
覧
し
ま

す
。
期
間
中
、
県
港
湾
課
に
意
見

書
を
提
出
で
き
ま
す
。

と　

き　

９
月
29
日
㈮
～
10
月
19
日
㈭

と
こ
ろ

・
土
木
港
湾
課

・
県
港
湾
課（
名
古
屋
市
中
区
三
の

丸 
愛
知
県
本
庁
舎
３
階)

・
県
三
河
港
務
所(

豊
橋
市
神
野

ふ
頭
町
３-
９)

問
合
先　

県
港
湾
課

☎︎
052
◆

954
◆

６
６
１
７

土
木
港
湾
課 

☎
66
◆

1
1
3
5

道
路
上
に
伸
び
た
樹
木
の

剪
定
の
お
願
い

私
有
地
か
ら
歩
道
や
車
道
に
伸

び
た
樹
木
の
枝
は
、
通
行
の
妨
げ

と
な
る
だ
け
で
な
く
、
交
通
標
識

や
カ
ー
ブ
ミ
ラ
ー
、
信
号
機
な
ど

を
覆
い
、
交
通
事
故
の
原
因
に
も

な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
誰
も
が
安
全

に
道
路
を
通
行
で
き
る
よ
う
に
、

樹
木
の
所
有
者
の
方
は
枝
の
剪
定

を
行
う
な
ど
の
適
切
な
管
理
を
お

願
い
し
ま
す
。

環
境
清
掃
課 

☎︎
57
◆ 

４
１
０
０

◎休日市役所窓口センター	 土・日・祝日（年末年始を除く）午前8時30分〜午後5時　☎66◆1111
 戸籍関係の証明書の交付・届出や市税の証明書の交付・納付などができます。


